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　告　　　　示　

京都府告示第349号

　京都府遊泳者及びプレジャーボートの事故の防止等に関する条例（平成26年京都府条例第７号）第８条第１項の規定
により、次の区域を遊泳区域として指定する。
　なお、「次の図」は、省略し、その図面を次の縦覧場所において縦覧に供する。

　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　

１　区域

海水浴場の名称 所在地 区域の表示 遊泳区域の指定期間

野原海水浴場 舞鶴市字野原 次の図のとおり 平成26年７月１日から同年８月20日まで

竜宮浜海水浴場（三浜区） 〃　　字三浜 〃 平成26年７月１日から同年８月25日まで

竜宮浜海水浴場（小橋区） 〃　　字小橋 〃 平成26年７月１日から同年８月31日まで

神崎海水浴場 〃　　字西神崎 〃 〃

天橋立海水浴場 宮津市字文珠 〃 平成26年７月19日から同年８月24日まで

天橋立府中海水浴場 〃　　字江尻 〃 平成26年７月19日から同年８月17日まで

丹後由良海水浴場 〃　　字由良 〃 〃

八丁浜海水浴場 京丹後市網野町浅茂川 〃 平成26年７月12日から同年８月24日まで

琴引浜遊海水浴場 〃　　　〃　　掛津 〃 〃

琴引浜掛津海水浴場 〃　　　〃　　〃 〃 平成26年７月６日から同年８月24日まで

小浜海水浴場 〃　　　〃　　小浜 〃 平成26年７月５日から同年８月24日まで

浜詰海水浴場 〃　　　〃　　浜詰 〃 平成26年７月19日から同年８月24日まで

高嶋海水浴場 〃　　　丹後町上野 〃 平成26年７月１日から同年８月31日まで

久僧海水浴場 〃　　　〃　　久僧 〃 平成26年７月19日から同年８月17日まで

立岩・後ヶ浜海水浴場 〃　　　〃　　間人 〃 平成26年７月12日から同年８月24日まで

砂方海水浴場 〃　　　〃　　〃 〃 平成26年７月12日から同年８月17日まで

竹野海水浴場 〃　　　〃　　竹野 〃 平成26年７月12日から同年８月24日まで

中浜海水浴場 〃　　　〃　　中浜 〃 平成26年７月５日から同年８月24日まで

平海水浴場 〃　　　〃　　平 〃 平成26年７月１日から同年８月31日まで

蒲井浜海水浴場 〃　　　久美浜町蒲井 〃 平成26年７月12日から同年８月17日まで

箱石浜海水浴場 〃　　　〃　　　湊宮 〃 〃
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小天橋・葛野浜海水浴場 京丹後市久美浜町湊宮 次の図のとおり 平成26年７月１日から同年８月31日まで

泊海水浴場 与謝郡伊根町字泊 〃 平成26年７月19日から同年８月17日まで

本庄浜海水浴場 〃　　〃　　字本庄浜 〃 平成26年７月10日から同年８月17日まで

２　縦覧場所　京都府府民生活部安心・安全まちづくり推進課並びに京都府中丹広域振興局及び京都府丹後広域振興局

京都府告示第350号

　瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和48年法律第110号。以下「法」という。）第５条第１項の規定による特定施設の設
置の許可の申請があったが、その概要は次の１のとおりである。
　なお、同条第４項の規定により、この特定施設を設置することが環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事
前評価に関する事項を記載した書面を次の２のとおり縦覧に供する。

　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　

１　申請の概要
　⑴　申請者の名称、住所及び代表者の氏名
　　　名　称　パナソニック株式会社
　　　住　所　門真市大字門真1006番地
　　　代表者　代表取締役社長　津賀　一宏
　⑵　工場の名称及び所在地
　　　名　称　パナソニック株式会社オートモーティブ＆インダストリアルシステムズ社キャパシタ事業部
　　　所在地　宇治市木幡西中25番地
　⑶　特定施設に関する事項
　　ア　種類
　　　　水質汚濁防止法施行令（昭和46年政令第188号）別表第１第65号に掲げる酸又はアルカリによる表面処理施設

２基
　　イ　能力
　　　　機能性高分子アルミ電解コンデンサ　200万個／日
　　ウ　工事の着手及び完成並びに使用開始の予定年月日
　　　　着手予定年月日　法第５条第１項の許可のあった日
　　　　完成予定年月日　着手の日から15日を経過した日
　　　　使用開始予定年月日　完成の日
　　エ　使用時間間隔及び１日当たりの使用時間
　　　　終日
　　オ　使用の季節的変動
　　　　なし
　　カ　使用時において当該特定施設から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の値並びに当該汚水等の１

日当たりの通常の量及び最大の量
　　　　別表１のとおり
　⑷　汚水等の処理施設に関する事項
　　ア　種類、構造及び能力並びに汚水等の処理の方法
　　　　別表２のとおり
　　イ　設置年月日
　　　　別表２のとおり
　　ウ　使用時間間隔及び１日当たりの使用時間
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　　　　終日
　　エ　使用の季節的変動
　　　　なし
　　オ　使用時における当該汚水等の処理施設による処理前及び処理後の汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の値並

びに当該汚水等の１日当たりの通常の量及び最大の量
　　　　別表３のとおり
　⑸　その他参考となる事項
　　　特定施設から排出される汚水は、活性汚泥処理装置で処理された後に、加圧浮上処理装置で処理される。
２　縦覧等の期間及び場所
　⑴　期間
　　　平成26年６月27日から平成26年７月18日まで
　⑵　場所
　　　関係書類を京都府山城北保健所及び京都府文化環境部環境・エネルギー局環境管理課において縦覧に供する。
　　　なお、宇治市役所においてその書類を閲覧することができる。

別表１

別表２
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京都府告示第351号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定に
より、指定医療機関を次のとおり指定した。

　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　

別表３
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京都府告示第354号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第51条の規定に
より、次のとおり指定医療機関から辞退の届出があった。

　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　

京都府告示第355号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条において
準用する同法第49条の規定により、指定施術者を次のと
おり指定した。

　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　

京都府告示第352号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規
定により、次のとおり指定医療機関から廃止の届出が
あった。

　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　

京都府告示第353号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規
定により、次のとおり指定医療機関から再開の届出が
あった。

　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　
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京都府告示第356号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項の規定により、指定介護機関を次のとおり指定した。

　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　
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京都府告示第357号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり
指定介護機関から変更の届出があった。

　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　

京都府告示第358号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50条の２の規定により、次のとおり
指定介護機関から廃止の届出があった。

　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　
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京都府告示第360号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の
自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条
第４項においてその例によるものとされた生活保護法
（昭和25年法律第144号）第49条の規定により、指定医
療機関を次のとおり指定した。

　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　

京都府告示第359号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第51条の規定により、次のとおり指定
介護機関から辞退の届出があった。

　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　
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京都府告示第363号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の
自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条
第４項においてその例によるものとされた生活保護法
（昭和25年法律第144号）第51条の規定により、次のと
おり指定医療機関から辞退の届出があった。

　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　

京都府告示第364号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の
自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条
第４項においてその例によるものとされた生活保護法
（昭和25年法律第144号）第55条において準用する同法
第49条の規定により、指定施術者を次のとおり指定した。

　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　

京都府告示第361号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の
自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条
第４項においてその例によるものとされた生活保護法
（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定により、次
のとおり指定医療機関から廃止の届出があった。

　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　

京都府告示第362号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の
自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条
第４項においてその例によるものとされた生活保護法
（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定により、次
のとおり指定医療機関から再開の届出があった。

　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　

京都府告示第365号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項
においてその例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項の規定により、指定介護機
関を次のとおり指定した。
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　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　
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京都府告示第366号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項
においてその例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50
条の２の規定により、次のとおり指定介護機関から変更の届出があった。

　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　

京都府告示第367号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項
においてその例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第50
条の２の規定により、次のとおり指定介護機関から廃止の届出があった。

　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　
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京都府告示第370号

　平成26年度から平成31年度までにおける京都府立洛南
病院看護服賃貸借業務に係る一般競争入札（以下「一般
競争入札」という。）に参加する者に必要な資格（以下「参
加資格」という。）及び参加資格の審査（以下「資格審査」
という。）の申請の時期、方法等を次のとおり定めた。

　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　

１　調達する物品等又は役務の種類
　　京都府立洛南病院看護服賃貸借業務
２　一般競争入札に参加することができない者　
　　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条

京都府告示第369号

　地域福祉振興事業補助金交付要綱の一部を改正する告
示を次のように定める。

　　平成26年６月27日
　　　　京都府知事　山　田　　啓　二

地域福祉振興事業補助金交付要綱の一部を改正す
る告示

　地域福祉振興事業補助金交付要綱（昭和55年京都府告
示第871号）の一部を次のように改正する。
　第２条第１号中「地域資源・人材育成支援事業実施要
領」を「生涯現役活躍支援事業実施要領」に改める。

　　　附　則

　この告示は、平成26年６月27日から施行し、この告示
による改正後の地域福祉振興事業補助金交付要綱の規定
は、平成26年度分の補助金から適用する。

京都府告示第368号

　中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第30号）第14条第４項
においてその例によるものとされた生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第４項において準用する同法第51
条の規定により、次のとおり指定介護機関から辞退の届出があった。

　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　
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５　資格審査の申請手続
　　資格審査を受けようとする者は、京都府立洛南病院
長（以下「院長」という。）に申請書を提出し、参加
資格の有無について認定を受けなければならない。
　　なお、提出した申請書に関し、契約担当者から説明
を求められた場合は、それに応じなければならない。
　⑴　申請書の交付期間等
　　ア　交付期間
　　　　平成26年６月30日（月）から平成26年７月９日

（水）までの間（日曜日及び土曜日を除く。）
　　イ　交付場所
　　　　〒611-0011　宇治市五ケ庄広岡谷２番地
　　　　京都府立洛南病院事務部会計課
　　　　電話番号（0774）32-5900（代表）
　　ウ　交付方法
　　　ア　直接交付を受ける場合
　　　　　交付期間中の午前９時から正午まで及び午後

１時から午後５時までの間に来院すること。
　　　イ　郵送により交付を受ける場合
　　　　　交付場所宛てに返信用切手140円分を添付の

上、送付先を明記した角形２号封筒を同封の
上、申し込むこと。

　⑵　申請書の提出期間等
　　ア　提出期間
　　　　平成26年６月30日（月）から平成26年７月10日

（木）までの間（日曜日及び土曜日を除く。）
　　イ　提出場所
　　　　⑴のイに同じ。
　　ウ　提出方法
　　　　提出期間中の午前９時から正午まで及び午後１

時から午後５時までの間に提出すること。
　⑶　添付資料
　　　申請書には、次に掲げる資料を添付しなければな
らない。

　　ア　府税、消費税又は地方消費税の納税証明書
　　イ　法人にあっては審査基準日の直前２営業年度分

に係る財務諸表（貸借対照表及び損益計算書）、
個人にあっては審査基準日の直前２営業年度分に
係る所得税の確定申告書の写し

　　ウ　３の⑷に該当しないことを証明する書類
　　エ　３の⑸及び⑹に該当しない旨の誓約書
　　オ　権限を営業所長等に委任する場合には、委任状
　⑷　資料等の提出
　　　申請書及び添付資料（以下「申請書等」という。）
を提出した者に対し、資格審査の公平を図るため、
申請書等の記載事項を証明する資料等の提出を求め
ることがある。

　⑸　提出書類の作成に用いる言語
　　　提出書類は、日本語及び日本国通貨で作成するも
のとする。なお、外国貨幣を換算する場合について
は、出納官吏事務規程（昭和22年大蔵省令第95号）
第16条に規定する外国貨幣換算率により日本国通貨
に換算し、記載すること。

の４の規定に該当する者
３　一般競争入札に参加する者に必要な資格
　　一般競争入札に参加することができる者は、次の⑴
から⑹までのいずれにも該当しない者で、４に掲げる
資格審査の項目について審査し、合格と判定されたも
のとする。
　⑴　府税、消費税又は地方消費税を滞納している者
　⑵　審査基準日（一般競争入札参加資格審査申請書（以
下「申請書」という。）の提出期間の属する年度の
４月１日をいう。以下同じ。）において、直前２営
業年度以上の営業実績を有しない者

　⑶　申請書又は添付資料に、故意に虚偽の事実を記載
した者

　⑷　次の条件を全て満たすと認められる者以外の者
　　ア　京都府の「平成25・26・27年度物品の製造の請

負及び物品の買入れ関係競争入札参加資格者名
簿」の「洗濯」及び「繊維製品」に登録されてい
ること。

　　イ　病床数がおおむね200床以上の病院で、賃貸借
物品に定める業務内容がほぼ同じである契約を締
結し、平成24年４月１日以降において12箇月以上
継続して履行した実績を有すること。

　　ウ　京都府内に本社、営業所等のいずれかを設置し
ていること。

　⑸　暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律
（平成３年法律第77号。以下「法」という。）第２
条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）
に該当するほか、次のいずれかに該当する者（その
事実がなくなった後２年間を経過しない者を含む。）

　　ア　法第２条第６号に規定する暴力団員（以下「暴
力団員」という。）

　　イ　法人の役員若しくはその支店若しくは営業所を
代表する者で役員以外のものが暴力団員である者
又は暴力団員がその経営に関与している者

　　ウ　自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る
目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力
団の利用等をしている者

　　エ　暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、
又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力
団の維持運営に協力し、又は関与している者

　　オ　暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき
関係を有している者

　　カ　暴力団又は暴力団員であることを知りながらこ
れを不当に利用している者

　　キ　暴力団及びアからカまでに定める者の依頼を受
けて入札に参加しようとする者

　⑹　公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体又
は公共の安全及び福祉を脅かすおそれのある団体に
属する者（その事実がなくなった後２年間を経過し
ない者を含む。）

４　資格審査の項目
　　３の一般競争入札に参加する者に必要な資格を有す
るかの確認
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す。
　⑵　参加資格を有する者が、次のアからカまでのいず
れかに該当すると認められるときは、その者につい
てその資格を取り消し、３年間競争入札に参加させ
ないことがある。その者を代理人、支配人その他の
使用人又は入札代理人として使用する者について
も、また同様とする。

　　ア　契約の履行に当たり、故意に内容の粗雑なもの
を提供し、又は業務内容、数量等に関して不正の
行為をしたとき。

　　イ　競争入札において、その公正な執行を妨げたと
き又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の
利益を得るために連合したとき。

　　ウ　落札者が契約を締結すること又は契約者が契約
を履行することを妨げたとき。

　　エ　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の
２第１項の規定による監督又は検査の実施に当た
り職員の職務の執行を妨げたとき。

　　オ　正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。
　　カ　アからオまでのいずれかに該当すると認められ

たことによりその資格を取り消され、競争入札に
参加することができないこととされている者を契
約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人
その他の使用人として使用したとき。

　⑶　⑴又は⑵により参加資格を取り消したときは、そ
の者に文書で通知する。

12　その他
　⑴　一般競争入札の公告
　　　京都府公報により公告する。
　⑵　問合せ先
　　　５の⑴のイに同じ。

京都府告示第371号

　京都府海洋生物資源の保存と管理に関する計画（平成
９年京都府告示第792号）の一部を平成26年６月16日次
のように変更した。

　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　

　２中
「
まあじ
まいわし
まさば及び
ごまさば
ずわいがに

平成26年１月から12月まで
平成26年１月から12月まで

平成26年７月から平成27年６月まで

平成26年７月から平成27年６月まで

若干
若干

　まさば及びごまさば並びにずわいがにについて
は、管理対象となる期間が開始する前までに設定す
る。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

　⑹　その他
　　　提出書類の作成に要する経費は提出者の負担と
し、提出された書類は返却しない。

６　資格審査結果の通知
　　資格審査の結果は、申請書を提出した者に文書で通
知する。
７　参加資格を有する者の名簿への登載
　　資格審査の結果、参加資格があると認定された者
は、京都府立洛南病院看護服賃貸借業務に係る一般競
争入札参加資格認定名簿に登載される。
８　参加資格の有効期間
　　参加資格の有効期間は、６による資格審査の結果を
通知した日の翌日から平成27年３月31日までとする。
９　変更届
　　申請書を提出した者（７の名簿に登載されなかった
者を除く。）は、次に掲げる事項のいずれかに変更が
あったときは、直ちに一般競争入札参加資格審査申請
書記載事項変更届により当該変更に係る事項を院長に
届け出なければならない。
　⑴　商号又は名称
　⑵　法人の所在地
　⑶　営業所等の名称又は所在地
　⑷　法人にあっては代表者の氏名、個人にあってはそ
の者の氏名

10　参加資格の承継
　⑴　参加資格を有する者が、次のアからエまでのいず
れかに該当するに至った場合においては、それぞれ
に掲げる者（２並びに３の⑴、⑸及び⑹に該当する
者を除く。）は、その者が営業の同一性を失うこと
なく引き続き当該営業を行うことができると院長が
認めたときに限り、その参加資格を承継することが
できる。

　　ア　個人が死亡したときは、その相続人
　　イ　個人が老齢、疾病等により営業に従事すること

ができなくなったときは、その２親等内の血族、
配偶者又は生計を一にする同居の親族

　　ウ　個人が法人を設立したときは、その法人
　　エ　法人が合併又は分割したときは、合併後存続す

る法人若しくは合併によって設立する法人又は分
割によって営業を承継した法人

　⑵　⑴により参加資格を承継しようとする者は、一般
競争入札参加資格承継審査申請書（以下「資格承継
審査申請書」という。）及び当該承継に係る事由を
証する書類その他院長が必要と認める書類を提出し
なければならない。

　⑶　⑵により資格承継審査申請書の提出があったとき
は、参加資格の承継の適否を審査し、その結果を当
該資格承継審査申請書を提出した者に文書で通知す
る。

11　参加資格の取消し
　⑴　参加資格を有する者が、当該入札に係る契約を締
結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない
ものに該当するに至ったときは、その資格を取り消
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区　　　　　　　間
変更
前後
別

敷地の幅員 延　長

亀岡市本町73の１から

亀岡市内丸町４の30まで

前

ｍ
 最小　 4.9

 最大　 5.9

ｍ

　 　25.8

後
 最小　 5.6

 最大　 6.4

　⑷　縦 覧 場 所　　京都府南丹土木事務所及び京都府
建設交通部道路管理課

３⑴　道路の種類　　府道
　⑵　路　線　名　　東掛小林線
　⑶　道路の区域

区　　　　　　　間
変更
前後
別

敷地の幅員 延　長

亀岡市曽我部町南条南荒水代
１の２から

亀岡市曽我部町南条中荒水代
１まで

前

ｍ
 最小　14.5

 最大　20.6

ｍ

　 　43.5

後
 最小　14.5

 最大　31.4

　⑷　縦 覧 場 所　　京都府南丹土木事務所及び京都府
建設交通部道路管理課

京都府告示第373号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定
により、次の道路の供用を開始する。
　なお、その関係図面は、次の縦覧場所において、平成
26年６月27日から平成26年７月11日まで縦覧に供する。

　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　

１⑴　道路の種類　　一般国道
　⑵　路　線　名　　423号
　⑶　供用開始の区間及び期日

区　　　　　　　　間 期　　　　日

亀岡市曽我部町南条中荒水代22の５
から

亀岡市曽我部町南条上河原41の1ま
で

平成26年６月27日

　⑷　縦 覧 場 所　　京都府南丹土木事務所及び京都府
建設交通部道路管理課

２⑴　道路の種類　　府道
　⑵　路　線　名　　王子並河線
　⑶　供用開始の区間及び期日

を
「

」

まあじ
まいわし
まさば及び
ごまさば
ずわいがに

平成26年１月から12月まで
平成26年１月から12月まで

平成26年７月から平成27年６月まで

平成26年７月から平成27年６月まで

若干
若干

若干

83トン

に改める。

京都府告示第372号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定
により、道路の区域を次のとおり変更した。
　なお、その関係図面は、次の縦覧場所において、平成
26年６月27日から平成26年７月11日まで縦覧に供する。

　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　

１⑴　道路の種類　　一般国道
　⑵　路　線　名　　175号
　⑶　道路の区域

区　　　　　　　間
変更
前後
別

敷地の幅員 延　長

福知山市大江町北有路小字大
安寺3313から

福知山市大江町北有路小字五
日市777の１を経て

福知山市大江町北有路小字休
石515まで

前

ｍ

 最小　 8.2

 最大　17.1

ｍ

　  793.1

福知山市大江町北有路小字大
安寺3313から

福知山市大江町北有路小字五
日市777の１を経て

福知山市大江町北有路小字休
石515まで

後

 最小　 8.2

 最大　17.1
　  793.1

福知山市大江町北有路小字大
安寺3313から

福知山市大江町北有路小字五
日市770の１を経て

福知山市大江町北有路小字休
石515まで

 最小　16.2

 最大　36.0
　  811.6

　⑷　縦 覧 場 所　　京都府中丹西土木事務所及び京都
府建設交通部道路管理課

２⑴　道路の種類　　府道
　⑵　路　線　名　　王子並河線
　⑶　道路の区域
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　⑶　供用開始の区間及び期日

区　　　　　　　　間 期　　　　日

亀岡市曽我部町南条上河原54の３か
ら

亀岡市曽我部町南条中荒水代４の２
まで

平成26年６月27日

　⑷　縦 覧 場 所　　京都府南丹土木事務所及び京都府
建設交通部道路管理課

区　　　　　　　　間 期　　　　日

亀岡市本町73の１から

亀岡市内丸町４の30まで
平成26年６月27日

　⑷　縦 覧 場 所　　京都府南丹土木事務所及び京都府
建設交通部道路管理課

３⑴　道路の種類　　府道
　⑵　路　線　名　　東掛小林線

京都府告示第374号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第６条第１項の規定によ
り、次の区域を土砂災害警戒区域に指定する。
　なお、「次の図」は、省略し、その図面を次の縦覧場所において縦覧に供する。

　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　

１　区域

２　縦覧場所　京都府建設交通部砂防課及び京都府中丹西土木事務所

京都府告示第375号

　土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成12年法律第57号）第８条第１項の規定によ
り、次の区域を土砂災害特別警戒区域に指定する。
　なお、「次の図」は、省略し、その図面を次の縦覧場所において縦覧に供する。
　おって、次の閲覧場所においてその図面を閲覧することができる。

　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　

１　区域
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　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　

１　入札に付する事項
　⑴　賃貸借物品の名称及び予定数量
　　ア　名称
　　　　京都府立洛南病院看護服　一式
　　イ　予定数量
　　　　135人分（１人当たり、上衣・ズボンの合計８枚）
　⑵　賃貸借物品の特質等
　　　入札説明書及び仕様書による。
　⑶　賃貸借期間
　　　平成27年１月１日から平成31年12月31日まで
　⑷　納入場所
　　　京都府立洛南病院
２　契約条項を示す場所等
　⑴　契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交
付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名
称、所在地等

　　　〒611-0011　宇治市五ケ庄広岡谷２番地
　　　京都府立洛南病院事務部会計課
　　　電話番号（0774）32-5900（代表）
　⑵　入札説明書及び仕様書の交付期間等
　　ア　交付期間
　　　　平成26年６月30日（月）から平成26年７月９日

（水）までの間（日曜日及び土曜日を除く。）
　　イ　交付場所
　　　　⑴に同じ。
　　ウ　交付方法
　　　　交付期間中の午前９時から正午まで及び午後１

時から午後５時までの間に来院すること。
　⑶　入札説明会の日時及び場所
　　ア　日時
　　　　平成26年７月３日（木）午前10時から
　　イ　場所
　　　　宇治市五ケ庄広岡谷２番地
　　　　京都府立洛南病院本館３階研修室
３　入札に参加する者に必要な資格
　　入札に参加を希望する者は、次に掲げる条件を全て
満たさなければならない。
　⑴　京都府立洛南病院看護服賃貸借業務に係る一般競
争入札に参加する者に必要な資格等を定める告示
（平成26年京都府告示第370号。以下「資格告示」
という。）に定める入札参加資格認定名簿に登載さ
れている者であること。

　⑵　一般競争入札参加資格審査申請書（以下「申請書」
という。）の提出期間の最終日から入札日までの期
間において、京都府の指名競争入札について指名停
止とされていない者であること。

　公　　　　告　

　特定非営利活動促進法（平成10年法律第７号）第25条
第４項の規定により、定款変更認証の申請があったの
で、その関係書類を次のとおり縦覧に供する。

　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　

１　定款変更認証申請を行った特定非営利活動法人の概
要
　⑴　名称
　　　特定非営利活動法人空援隊
　⑵　代表者の氏名
　　　千葉　英也
　⑶　主たる事務所の所在地
　　　京都市右京区西院安塚町12　プランニングバンク
ビル１Ｆ

　⑷　定款に記載された目的
　　　この法人は、戦後六十年以上に及んで未だに放置
されている百万人以上の先の大戦による戦没者の御
遺骨の現状を、広く一般に伝える為の情報発信や講
演会活動等をはじめとして、御遺骨場所の徹底した
調査及びその拠点整備及び回収作業、また一刻でも
早く一体でも多くの御遺骨を日本に持ち帰るための
枠組作りを行うことを活動の柱にし、国や所轄官庁
である厚生労働省及び関係団体に御遺骨情報の相互
提供や収集作業の協同を働きかけ、現地行政府等と
協力しながら現地における埋葬等を通じて、戦没者
の慰霊及び現地の人たちとの文化的な相互理解を図
ると共に、人材育成事業等を進め、社会教育の推進
並びに国際協力の活動に寄与することを目的とする。

２　申請年月日
　　平成26年５月28日
３　縦覧場所
　　京都府府民生活部府民力推進課
４　縦覧期間
　　平成26年６月９日から平成26年８月11日まで

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の規定に
より、次のとおり一般競争入札を実施する。

２　縦覧場所　京都府建設交通部砂防課及び京都府中丹西土木事務所
３　閲覧場所　福知山市役所
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証金を、契約締結と同時に納付しなければならない。
ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機
関（以下「銀行等」という。）が振り出し、若しくは
支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもって契約
保証金の納付に代えることができ、規則第159条第２
項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。
８　その他
　⑴　この入札の実施については、１から７までに定め
るもののほか、規則の定めるところによる。

　⑵　平成27年度以降の府の歳入歳出予定において、落
札者に支払うべき賃借料が減額され、又は削除され
たときは、契約を解除することがある。

　⑶　詳細は、入札説明書による。

　大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第８条
第１項の規定により精華町から聴取した意見の概要は、
次のとおりである。

　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　

１　大規模小売店舗の名称及び所在地
　　アピタタウンけいはんな
　　相楽郡精華町精華台９丁目２番地４
２　届出者の名称及び住所
　　ユニー株式会社
　　稲沢市天池五反田町１番地
３　意見の対象となった届出及び届出日
　　大規模小売店舗立地法第６条第１項の規定による変
更の届出
　　平成26年１月31日
４　意見の概要
　　特に意見を有しない。
５　縦覧場所
　　京都府山城広域振興局農林商工部商工労働観光室及
び京都府商工労働観光部商業・経営支援課
６　縦覧期間
　　平成26年６月27日から平成26年７月28日まで

４　入札参加資格審査の申請
　　入札に参加しようとする者は、資格告示に基づき申
請手続を行うこと。
　　なお、申請書の入手先及び提出先並びに申請に関す
る問合せ先は、２の⑴に同じとする。
５　入札手続等
　⑴　入札及び開札の日時、場所等
　　ア　日時　
　　　　平成26年７月30日（水）午前10時
　　イ　場所
　　　　宇治市五ケ庄広岡谷２番地
　　　　京都府立洛南病院本館２階会議室
　⑵　入札の方法
　　　持参によることとし、郵送及び電送による入札は
認めない。

　⑶　入札書に記載する金額
　　ア　入札書に記載する金額は、着用者１人当たり１

箇月の賃貸借料（以下「単価」という。）に予定
数量を乗じて60倍した金額とし、運送費等納入場
所渡しに要する一切の諸経費を含めるものとする。

　　イ　落札決定に当たっては､ 入札書に記載された金
額に当該金額の100分の８に相当する額を加算し
た金額（１円未満の端数は切り捨てるものとす
る。）をもって落札金額とするので、入札者は、
消費税及び地方消費税（以下「消費税等」という。）
に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを
問わず、見積もった契約希望金額の108分の100に
相当する金額を入札書に記載すること。

　　ウ　賃貸借契約は消費税等込みの単価契約とするの
で、消費税等込みの単価に小数点以下の端数があ
る場合は、小数点第一位までとし第二位以下は切
り捨てるものとする。

　⑷　入札の無効
　　　次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
　　ア　３に掲げる資格のない者のした入札
　　イ　申請書に虚偽の記載をした者のした入札
　　ウ　入札説明書に示した入札に関する条件に違反し

た入札
　⑸　落札者の決定方法
　　　京都府会計規則（昭和52年京都府規則第６号。以
下「規則」という。）第145条の予定価格の制限の範
囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を
落札者とする。

　⑹　契約の手続において使用する言語及び通貨
　　　日本語及び日本国通貨に限る。
　⑺　契約書作成の要否
　　　要する。
６　入札保証金
　　免除する。ただし、落札者が契約を締結しない場合
は、落札金額の100分の５相当額の違約金を落札者か
ら徴収する。
７　契約保証金
　　落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保
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　職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号。以下「法」という。）第30条の規定により、平成26年度職業訓練指導員
試験を次のとおり実施する。

　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　

１　試験を実施する職種
　⑴　学科試験のみ実施する職種
　　　和裁科
　⑵　学科試験のうち指導方法のみ実施する職種
　　　職業能力開発促進法施行規則（昭和44年労働省令第24号。以下「規則」という。）別表第11に掲げる免許職種のうち、
和裁科を除く全職種

２　試験の科目

免許職種 試　験　の　科　目

和 裁 科 〔学科試験〕
１　指導方法（職業訓練原理、教科指導法、訓練生の心理、生活指導、職業訓練関係法規）
２　関連学科
　⑴　系基礎学科
　　ア　裁縫知識（裁縫工程、裁縫用具、見積り）
　　イ　縫製法（縫製法、縫製用材料）
　　ウ　安全衛生（安全管理、衛生管理）
　⑵　専攻学科
　　ア　和裁法（裁縫工程、和服の種類、裁縫法）
　　イ　被服学（被服史、被服論、被服科学、服装美学）

１の⑵に規定する職種 指導方法（職業訓練原理、教科指導法、訓練生の心理、生活指導、職業訓練関係法規）

３　試験の免除
　　実技試験又は学科試験において、試験の全部又は一部の免除を受けることができる者は、次のとおりである。

免除を受けることができる者 免除の範囲

免許職種に関し、一級の技能検定又は単一等級の技能検定に
合格した者

実技試験の全部及び学科試験のうち関連学科

免許職種に関し、二級の技能検定に合格した者 実技試験の全部

職業訓練指導員免許を受けた者 学科試験のうち指導方法及び関連学科の系基礎学科（当該
免許職種に係る職業訓練指導員試験に係る系基礎学科と同
一の系基礎学科に限る。）

免許職種に関し、職業訓練指導員試験において実技試験に合
格した者

実技試験の全部

職業訓練指導員試験において学科試験のうち指導方法に合格
した者

学科試験のうち指導方法

免許職種に関し、職業訓練指導員試験において学科試験のう
ち関連学科の系基礎学科又は専攻学科（フォークリフト科、
建築物衛生管理科及び福祉工学科に係る職業訓練指導員試験
にあっては、学科試験のうち関連学科）に合格した者

学科試験のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科（フォ 

ークリフト科、建築物衛生管理科及び福祉工学科に係る職 

業訓練指導員試験にあっては、学科試験のうち関連学科）

職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科の系基
礎学科に合格した者

学科試験のうち関連学科の系基礎学科（当該職業訓練指導
員試験に係る系基礎学科と同一の系基礎学科に限る。）
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短期養成課程の指導員養成訓練を修了し、職業訓練指導員試
験において学科試験のうち指導方法に合格した者と同等以上
の能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者
（法第30条第３項に定める職業訓練指導員試験を受けること
ができる者に限る。）

学科試験のうち指導方法

免許職種に関し、短期養成課程の指導員養成訓練を修了し、
職業訓練指導員試験において学科試験のうち関連学科に合格
した者と同等以上の能力を有すると職業能力開発総合大学校
の長が認める者（法第30条第３項に定める職業訓練指導員試
験を受けることができる者に限る。）

学科試験のうち関連学科

免許職種に関し、短期養成課程の指導員養成訓練を修了し、
職業訓練指導員試験において実技試験に合格した者と同等以
上の能力を有すると職業能力開発総合大学校の長が認める者
（法第30条第３項に定める職業訓練指導員試験を受けること
ができる者に限る。）

実技試験の全部

免許職種に関し、応用課程又は特定応用課程の高度職業訓練
を修了した者

学科試験のうち関連学科

免許職種に関し、専門課程又は特定専門課程の高度職業訓練
を修了した者

学科試験のうち関連学科

学校教育法（昭和22年法律第26号）による大学又は高等専門
学校において免許職種に関する学科を修めて卒業した者

学科試験のうち関連学科

規則別表第11の３の免許職種の欄に掲げる免許職種について
同表の試験の免除を受けることができる者の欄に掲げる者

規則別表第11の３の免除の範囲の欄に掲げる試験

４　受験資格
　⑴　次のいずれかに該当する者は、試験を受けることができる。
　　ア　法第44条第１項の規定による技能検定に合格した者
　　イ　規則第45条の２第２項及び第３項に規定する者
　⑵　⑴に掲げる者であっても、次のいずれかに該当する者は、試験を受けることができない。
　　ア　成年被後見人又は被保佐人
　　イ　禁錮以上の刑に処せられた者
　　ウ　職業訓練指導員免許の取消しを受け、当該取消しの日から２年を経過しない者
５　試験日時
　　次のとおりとする。ただし、天候の悪化等により災害に関する警報が発令され、試験の実施が困難となるおそれが
あると事前に判断された場合は、試験の実施を平成26年９月13日（土）以降に順延することがある。

試験科目 試験日時

学科試験のうち指導方法 平成26年９月６日（土）　９：00～10：00

和裁科の関連学科 平成26年９月６日（土）　10：10～12：20

６　試験場所
　　京都府立京都高等技術専門校 （京都市伏見区竹田流池町121の３）
７　受験手続
　⑴　受験申請書類
　　ア　受験申請書、履歴書及び写真（申請前６箇月以内に撮影した正面・上半身・無帽の写真で、縦４センチメート

ル、横３センチメートルとし、裏面に氏名及び撮影年月日を記載したもの２枚）
　　イ　受験資格を証する書類（４の⑴のア又はイに該当する者であることを証するもの）
　　ウ　試験の免除を受けようとする者は、３に掲げる者に該当することを証する書類
　⑵　申請書類の提出方法



700

京　 都　 府　 公　 報 平成26年６月27日　金曜日　　　

の規定による許可日から３年間
６　生活環境に影響が生じるおそれの有無
　　有
７　生活環境に影響が生じるおそれの種類、おそれがあ
る範囲及びおそれを減じるための措置

おそれの種類 おそれがある範囲 おそれを減じるための
措置

周辺道路の汚れ 　相楽郡精華町南稲八
妻及び東畑地内の一部
に存する道路（次の図
のとおり）

　場内の車両出入口に
タイヤ洗い場を設置す
る。

交通量の増加 〃 　町道祝園東畑線の区
間に関しては、時速30
㎞以下で走行する。
　車両の出入時間は、
原則通学時間帯を外し
たものとし、午後５時
までとする。
　出入口及び町道祝園
東畑線の交差点に交通
誘導員を配置する。
　通学路の安全対策
は、精華町教育委員会
と詳細を協議し、これ
を定める。

　京都府林地開発行為の手続に関する条例（平成23年京
都府条例第25号）第３条の規定により、林地開発行為に
係る事業計画書の提出があったので、その写しを次のと
おり縦覧に供する。
　なお、事業計画書の内容について生活環境の保全の見
地から意見を有する地域住民等は、意見書を知事に提出
することができる。

　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　

１　林地開発行為をしようとする者の名称、代表者の氏
名及び主たる事務所の所在地
　　株式会社スズキケンセツ
　　代表取締役　鈴木　貞雄
　　枚方市尊延寺4580番地の７
２　林地開発行為の目的
　　土砂の搬入（工事残土の埋立処分）
３　林地開発行為をしようとする区域
　　相楽郡精華町大字南稲八妻小字川原谷37番地ほか
（次の図のとおり）
４　林地開発行為をしようとする区域の面積
　　8.7ヘクタール
５　期間
　　森林法（昭和26年法律第249号）第10条の２第１項

　　　申請は提出先への持参又は郵送による。
　　　郵送の場合は、簡易書留によることとし、封筒の表に「職業訓練指導員試験受験申請書在中」と朱書すること。
　　　（提出先）
　　　〒602-8570　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
　　　京都府商工労働観光部労働・雇用政策課技能振興担当
　⑶　申請書類の提出期間
　　　平成26年７月15日（火）から平成26年８月15日（金）まで（日曜日、土曜日及び祝日を除く。）の午前９時から

午後５時まで（平成26年８月15日消印有効）
　⑷　受験手数料
　　　次に掲げる額の京都府収入証紙により納付すること。
　　　学科試験　3,100円
８　合否判定の基準
　⑴　学科試験のうち指導方法並びに関連学科の系基礎学科及び専攻学科の全てについて、それぞれ６割以上の得点が
あり、かつ、学科試験の系基礎学科及び専攻学科の科目の全てについて、それぞれ５割以上の得点がある場合を合
格とする。

　⑵　学科試験のうち指導方法について６割以上の得点がある場合は、指導方法につき一部合格とする。
　⑶　学科試験のうち関連学科の系基礎学科又は専攻学科について６割以上の得点があり、かつ、それぞれの学科の科
目の全てについて、それぞれの５割以上の得点がある場合は、当該学科につき一部合格とする。

９　合格発表の方法
　　平成26年９月12日（金）に合格者の受験番号を府庁内の掲示板に掲出するほか、合格者宛て通知する。
10　その他
　⑴　受験申請用紙は、京都府商工労働観光部労働・雇用政策課技能振興担当において交付する。
　⑵　受験申請用紙の郵送を希望する者は、宛先を明記し、140円切手を貼り付けた返信用封筒（角形２号）を同封の上、
京都府商工労働観光部労働・雇用政策課技能振興担当に送付すること。

　⑶　試験に関する問合せは、京都府商工労働観光部労働・雇用政策課技能振興担当（電話075-414-5082）に行うこと。
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　平成26年６月27日
京都府知事　山　田　　啓　二　

１　通知の相手方の登記簿記載の住所及び氏名
　　京都市左京区花背別所町746番地
　　　藤井　サト
　　京都市右京区京北比賀町宮ノ前17番地
　　　庄　正英
　　京都市左京区鞍馬本町491番地
　　　梁瀬　忠夫
　　住所の記載なし
　　　廣畑　芳松
　　京都市左京区花背別所町767番地
　　　藤井　益藏
　　京都市右京区太秦中筋町６番地
　　　藤井　ふみ惠
　　京都市北区小山下板倉町29番地
　　　安森　ソノ子
　　京都市西京区樫原蛸田町31番地の60
　　　黒野　敬司
　　愛宕郡花脊村字別所３番戸
　　　物部　六之助
　　京都市下京区五条通室町東入醍醐町270番地
　　　由里　保
　　住所の記載なし
　　　菅河　丈右衛門
　　住所の記載なし
　　　橋本　與惣吉
　　住所の記載なし
　　　内田　竹次郎
　　住所の記載なし
　　　松島　弥吉
　　住所の記載なし
　　　菅河　淸兵衛
　　住所の記載なし
　　　仲上　梅次郎
　　住所の記載なし
　　　吹上　專太郎
　　住所の記載なし
　　　段本　半次郎
　　住所の記載なし
　　　吹上　半兵衛
　　住所の記載なし
　　　和田　利右衛門
　　住所の記載なし
　　　林　仲右衛門
　　住所の記載なし
　　　畠　宗三郎
　　住所の記載なし
　　　坂上谷　治左衛門
　　住所の記載なし
　　　小倉　五郎左衛門
　　住所の記載なし

騒音の発生 　開発区域（盛土区域）
周辺100ｍ以内の地域
（次の図のとおり）

　緩衝帯として区域外
周部に残置森林を設け
る。
　作業時間は、原則通
学時間帯以後から午後
６時までとする。

濁水の発生 　相楽郡精華町南稲八
妻地内の一部に存する
範囲（次の図のとおり）

　場内最下流部に沈砂
池を設置し、場内の排
水は沈砂池に集水し、
泥を沈下させた後に場
外へ排水する。
　雨天時の作業を中止
する。

河川水量の増加 〃 　場内最下流部に調整
池を設置し、場内の排
水は調整池に集水し、
流量調整後に場外へ排
水する。
　土砂を定期的に除去
し、調整池の容量を確
保する。

８　縦覧場所
　⑴　京都府山城広域振興局農林商工部森づくり推進室
　　　宇治市宇治若森７の６
　⑵　京都府農林水産部森林保全課
　　　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
　⑶　精華町事業部産業振興課
　　　相楽郡精華町大字南稲八妻小字北尻70
　⑷　株式会社スズキケンセツ
　　　枚方市尊延寺4580番地の７
９　縦覧期間
　　平成26年６月27日（金）から平成26年７月28日（月）
まで
10　意見書の提出期間及び提出先
　⑴　提出期間
　　　平成26年６月27日（金）から平成26年８月11日（月）
まで

　⑵　提出先
　　　〒611-0021　宇治市宇治若森７の６
　　　京都府山城広域振興局農林商工部森づくり推進室
　（「次の図」は、省略し、その図面を８の場所におい
て縦覧に供する。）

　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において
準用する同法第33条第３項の規定により通知をする相手
方の所在が不分明のため、同法第189条の規定により、
その通知の内容を京都市役所に掲示し、その要旨を次の
とおり公告する。
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公　安　委　員　会

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の規定に
より、次のとおり一般競争入札を実施する。

　　平成26年６月27日
京都府警察本部長　山　下　　史　雄　　

１　入札に付する事項
　⑴　印刷物の名称及び数量
　　　保管場所標章　160,000枚
　⑵　印刷物の特質等
　　　入札説明書及び仕様書のとおり
　⑶　納入期限
　　ア　平成26年８月20日（水）
　　　　40,000枚
　　イ　平成26年10月31日（金）
　　　　120,000枚
　⑷　納入場所
　　　京都府警察本部交通部交通規制課
２　契約条項を示す場所等
　⑴　契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交
付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名
称、所在地等

　　　〒602-8550　京都市上京区下立売通釡座東入藪ノ
内町85の３、85の４

　　　京都府警察本部総務部会計課調度係
　　　電話075-451-9111　内線2251
　⑵　入札説明書及び仕様書の交付
　　ア　交付期間
　　　　平成26年６月27日（金）から平成26年７月11日

（金）までの間（日曜日及び土曜日を除く。）
　　イ　交付場所
　　　　⑴に同じ。
　　ウ　交付方法
　　　ア　直接交付を受ける場合
　　　　　交付期間中の午前９時から午後５時までの間

に交付する。
　　　イ　郵送により交付を受ける場合
　　　　　交付場所宛てに返信用切手250円分を同封の

上、申し込むこと。
　⑶　入札説明会の日時及び場所
　　ア　日時
　　　　平成26年７月３日（木）午後２時30分から
　　イ　場所
　　　　京都市上京区下立売通釡座東入藪ノ内町85の

３、85の４
　　　　京都府警察本部本館地下入札室
３　入札に参加する者に必要な資格
　　入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件を全

　　　畠　善助
　　住所の記載なし
　　　松島　佐兵衛
　　住所の記載なし
　　　菅河　德太郎
　　住所の記載なし
　　　西　新次
　　住所の記載なし
　　　西　嘉作
　　住所の記載なし
　　　吉田　新次郎
　　住所の記載なし
　　　菅河　嘉三郎
　　住所の記載なし
　　　菅河　勝太郎
　　住所の記載なし
　　　大江　治左ヱ門
　　京都市上京区寺町通今出川上る四丁目西入毘沙門町
461番地　ポセイドン３ＮＷ
　　　岸本　洋一
　　高槻市成合東の町12番１号
　　　岩　富治
　　京都市右京区山ノ内西裏町14番地６
　　　藤原　栄仁
　　京都市北区大宮上ノ岸町17番地
　　　大東　敏寛
　　北桑田郡京北町大字井戸小字才ノ神21番地
　　　井口　熱
　　京都市西京区嵐山東一川町17番地10
　　　中久保　祐二
　　三島郡玉櫛村大字澤良宜東173番地
　　　川本　淸三
　　三島郡春日村大字奈良44番屋敷
　　　奇　二脩
　　愛宕郡鞍馬村字二ノ瀬45番戸
　　　松本　平雄
　　京都市左京区鞍馬二ノ瀬町18番地の１
　　　松本　博行
　　大津市比叡辻二丁目14番  1-Ａ207号
　　　奥村　拓次郎
２　通知の趣旨
　⑴　農林水産大臣が、保安林の指定施業要件を変更し
たこと。

　⑵　指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所、指
定された目的及び指定施業要件については、平成26
年農林水産省告示第563号による。
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に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金
額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その
端数を切り捨てた金額）をもって落札金額とするの
で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事
業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積
もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を
入札書に記載すること。

　⑷　入札の無効
　　　次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
　　　なお、無効な入札をした者は、再度の入札に加わ
ることはできない。

　　ア　３に掲げる入札に参加する者に必要な資格のな
い者のした入札

　　イ　確認申請書又は確認資料の提出をしなかった者
のした入札

　　ウ　確認申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者
のした入札

　　エ　入札説明書に示した入札に関する条件に違反し
た入札

　⑸　落札者の決定方法
　　　京都府会計規則（昭和52年京都府規則第６号。以
下「規則」という。）第145条の予定価格の制限の範
囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を
落札者とする。

　⑹　契約の手続において使用する言語及び通貨
　　　日本語及び日本国通貨に限る。
　⑺　契約書作成の要否
　　　要する。
６　入札保証金
　　免除する。ただし、落札者が契約を締結しない場合
は、落札金額の100分の５に相当する額の違約金を落
札者から徴収する。
７　契約保証金
　　落札者は、契約金額の100分の10以上の額の契約保
証金を、契約締結と同時に納付しなければならない。
ただし、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機
関（以下「銀行等」という。）が振り出し、若しくは
支払保証をした小切手又は銀行等の保証をもって契約
保証金の納付に代えることができ、規則第159条第２
項第１号又は第３号に該当する場合は、免除する。
８　その他
　⑴　この入札の実施については、１から７までに定め
るもののほか、規則の定めるところによる。

　⑵　詳細は、入札説明書による。

　地方自治法（昭和22年法律第67号）第234条の規定に
より、次のとおり一般競争入札を実施する。
　なお、この入札に係る調達契約は、地方公共団体の物
品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成
７年政令第372号）第４条に規定する特定調達契約である。

て満たさなければならない。
　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167

条の４の規定に該当しない者であること。
　⑵　物品の製造の請負及び物品の買入れ等に係る競争
入札の参加資格の審査等に関する要綱（昭和58年京
都府告示第375号）に定める競争入札参加者の資格
を有する者で、「一般印刷」又は「フォーム印刷」
に登録されているものであること。

　⑶　１の⑴の印刷物を納入期限までに確実に納入する
ことができると認められる者であること。

　⑷　一般競争入札参加資格確認申請書（以下「確認申
請書」という。）の提出期間の最終日から入札日ま
での期間において、京都府の指名競争入札について
指名停止とされていない者であること。

　⑸　印刷物の検査を日本国内において行うことがで
き、契約担当者の検査に応じ、品質等を保証するこ
とができる者であること。

４　入札参加資格の確認
　　入札に参加しようとする者は、入札説明書において
示す確認申請書及び一般競争入札参加資格確認資料
（以下「確認資料」という。）を次により提出し、入
札参加資格の確認を受けなければならない。
　　なお、提出した確認申請書及び確認資料に関し、契
約担当者から説明を求められた場合は、それに応じな
ければならない。
　⑴　提出期間等
　　ア　提出期間
　　　　２の⑵のアに同じ。
　　イ　提出場所
　　　　２の⑴に同じ。
　　ウ　提出方法
　　　ア　持参により提出する場合
　　　　　提出期間中の午前９時から午後５時までの間

に提出すること。
　　　イ　郵送により提出する場合
　　　　　書留郵便で提出期間内に必着のこと。
　⑵　確認通知
　　　入札参加資格の確認結果は、別途通知する。
　⑶　その他
　　　確認申請書及び確認資料の作成等に要する経費
は、入札に参加しようとする者の負担とし、提出さ
れた書類は返却しない。

５　入札手続等
　⑴　入札及び開札の日時及び場所　
　　ア　日時
　　　　平成26年７月22日（火）午後２時
　　イ　場所
　　　　２の⑶のイに同じ。
　⑵　入札の方法
　　　持参によることとし、郵送又は電送による入札は
認めない。

　⑶　入札書に記載する金額
　　　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額
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　⑴　地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167
条の４の規定に該当しない者であること。

　⑵　地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の
特例を定める政令が適用される平成26年度における
物品の製造の請負及び物品の買入れ等に係る競争入
札に参加する者に必要な資格等を定める告示（平成
26年京都府告示第21号）に定める競争入札参加者の
資格を有する者で、「物品（レンタル・リース）」に
登録されているものであること。

　⑶　１の⑴の業務に応じ、それぞれの業務を契約期間
中に確実に履行することができると認められる者で
あること。

　⑷　一般競争入札参加資格確認申請書（以下「確認申
請書」という。）の提出期間の最終日から入札日ま
での期間において、京都府の指名競争入札について
指名停止とされていない者であること。

　⑸　契約締結後、保守、点検、修理その他アフター
サービスについて、適切に対応することができる体
制を整備している者であること。

４　入札参加資格の確認
　　入札に参加しようとする者は、入札説明書において
示す確認申請書及び一般競争入札参加資格確認資料
（以下「確認資料」という。）を次により提出し、入
札参加資格の確認を受けなければならない。
　　なお、提出した確認申請書及び確認資料に関し、契
約担当者から説明を求められた場合は、それに応じな
ければならない。
　⑴　提出期間等
　　ア　提出期間
　　　　２の⑵のアに同じ。
　　イ　提出場所
　　　　２の⑴に同じ。
　　ウ　提出方法
　　　ア　持参により提出する場合
　　　　　提出期間中の午前９時から午後５時までの間

に提出すること。
　　　イ　郵送により提出する場合
　　　　　書留郵便で提出期間内に必着のこと。
　⑵　確認通知
　　　入札参加資格の確認結果は、別途通知する。
　⑶　その他
　　ア　確認申請書及び確認資料の作成等に要する経費

は、入札に参加しようとする者の負担とし、提出
された書類は返却しない。

　　イ　３の⑵の競争入札参加者の資格を有しない者で
入札に参加しようとするものは、次により資格審
査を受けることができる。

　　　ア　資格審査申請書の提出期間
　　　　　平成26年６月27日（金）から平成26年７月11

日（金）まで（日曜日及び土曜日を除く。提出
時間は、午前９時から午後５時までとする。）
とする。

　　　　　なお、その後も随時受け付けるが、この場合

　　平成26年６月27日
京都府警察本部長　山　下　　史　雄　　

１　入札に付する事項
　⑴　業務の名称及び数量
　　ア　交番等ネットワーク機器等（平成26年度）の賃

貸借　一式
　　イ　運転免許技能試験用バスの賃貸借　一式
　⑵　業務の仕様等
　　　入札説明書及び仕様書のとおり
　⑶　契約期間
　　ア　⑴のアの業務
　　　　平成27年１月１日から平成31年12月31日までの

間
　　イ　⑴のイの業務
　　　　平成27年２月１日から平成33年１月31日までの

間
　⑷　納入場所
　　　京都府警察本部長が指定する場所
２　契約条項を示す場所等
　⑴　契約条項を示す場所、入札説明書及び仕様書の交
付場所並びに契約に関する事務を担当する組織の名
称、所在地等

　　　〒602-8550　京都市上京区下立売通釡座東入藪ノ
内町85の３、85の４

　　　京都府警察本部総務部会計課調度係
　　　電話075-451-9111　内線2251
　⑵　入札説明書及び仕様書の交付
　　ア　交付期間
　　　　平成26年６月27日（金）から平成26年７月25日

（金）までの間（日曜日、土曜日及び祝日を除く。）
　　イ　交付場所
　　　　⑴に同じ。
　　ウ　交付方法
　　　ア　直接交付を受ける場合
　　　　　交付期間中の午前９時から午後５時までの間

に交付する。
　　　イ　郵送により交付を受ける場合
　　　　　交付場所宛てに返信用切手250円分を同封の

上、申し込むこと。
　⑶　入札説明会の日時及び場所
　　ア　日時
　　　ア　１の⑴のアの業務
　　　　　平成26年７月３日（木）午後２時から
　　　イ　１の⑴のイの業務
　　　　　平成26年７月３日（木）午後２時15分から
　　イ　場所
　　　　京都市上京区下立売通釡座東入藪ノ内町85の

３、85の４
　　　　京都府警察本部本館地下入札室
３　入札に参加する者に必要な資格
　　入札に参加しようとする者は、次に掲げる条件を全
て満たさなければならない。
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い者のした入札
　　イ　確認申請書又は確認資料の提出をしなかった者

のした入札
　　ウ　確認申請書又は確認資料に虚偽の記載をした者

のした入札
　　エ　入札説明書に示した入札に関する条件に違反し

た入札
　⑹　落札者の決定方法
　　　京都府会計規則（昭和52年京都府規則第６号。以
下「規則」という。）第145条の予定価格の制限の範
囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を
落札者とする。

　⑺　契約の手続において使用する言語及び通貨
　　　日本語及び日本国通貨に限る。
　⑻　契約書作成の要否
　　　要する。
６　入札保証金
　　免除する。ただし、落札者が契約を締結しない場合
は、落札金額の100分の５に相当する額の違約金を落
札者から徴収する。
７　契約保証金
　　免除する。
８　その他
　⑴　この入札の実施については、１から７までに定め
るもののほか、規則の定めるところによる。

　⑵　詳細は、入札説明書による。
　⑶　この公告に係る調達に関し、政府調達に関する苦
情の処理手続要綱（平成８年京都府告示第485号）
に基づく苦情の申立てがあったときは、契約を締結
しないこと又は契約の執行を停止し、若しくは解除
することがある。

９　Summary

　⑴　The nature and quantity of the product to be leased

　　ａ．Lease contract (2014) for network equipments for  

police box, 1 set

　　ｂ．Lease contract for the bus for driver’s license 

proficiency test, 1 set

　⑵　The time, date and place for tender

　　ａ．2:00 PM Thu., 7, August, 2014

　　ｂ．2:15 PM Thu., 7, August, 2014

　　　Tender room in the basement, the Main building, 

Kyoto Prefectural Police Headquarters

　　　85-3, 85-4 Yabunouchi-cho, Kamanza-higashiiru,  

Shimodachiuri-dori, Kamigyo-ku, Kyoto 602-8550 Japan

　⑶　Time-limit for tender by mail

　　　Wed., 6, August, 2014

　⑷　The time, date and place for the opening of tender

　　ａ．2:00 PM Thu., 7, August, 2014

　　ｂ．2:15 PM Thu., 7, August, 2014

　　　Tender room in the basement, the Main building, 

Kyoto Prefectural Police Headquarters

　　　85-3, 85-4 Yabunouchi-cho, Kamanza-higashiiru,  

Shimodachiuri-dori, Kamigyo-ku, Kyoto 602-8550 Japan

には、この公告に係る入札に間に合わないこと
がある。

　　　イ　資格に関する文書を入手するための手段
　　　　　原則として、京都府ホームページ（

）
からダウンロードすること。

　　　ウ　提出場所及び問合せ先
　　　　　京都市上京区下立売通新町西入薮ノ内町
　　　　　京都府総務部入札課物品担当
　　　　　電話075-414-5428
５　入札手続等
　⑴　入札及び開札の日時、場所等
　　ア　日時
　　　ア　１の⑴のアの業務
　　　　　平成26年８月７日（木）午後２時
　　　イ　１の⑴のイの業務
　　　　　平成26年８月７日（木）午後２時15分
　　イ　場所
　　　　２の⑶のイに同じ。
　　ウ　郵送による場合の入札書の受領期限、提出先等
　　　ア　受領期限
　　　　　平成26年８月６日（水）
　　　イ　提出先
　　　　　〒602-8550　京都市上京区下立売通釡座東入

藪ノ内町85の３、85の４
　　　　　京都府警察本部総務部会計課長
　　　ウ　その他
　　　　　郵送による場合の入札書の提出方法は、入札

説明書において指定する。
　⑵　開札に立ち会う者
　　　開札は、入札者又は代理人を立ち会わせて行うも
のとする。ただし、入札者又は代理人が立ち会わな
い場合は、本件入札事務に関係のない職員を立ち会
わせて行うものとし、同価入札となった場合は、本
件入札事務に関係のない職員が代理でくじを引くも
のとする。

　⑶　入札の方法
　　　持参又は郵送によることとし、電送による入札は
認めない。

　⑷　入札書に記載する金額
　　　落札決定に当たっては、入札書に記載された金額
に当該金額の100分の８に相当する額を加算した金
額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その
端数を切り捨てた金額）をもって落札金額とするの
で、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事
業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積
もった契約希望金額の108分の100に相当する金額を
入札書に記載すること。

　⑸　入札の無効
　　　次のいずれかに該当する入札は、無効とする。
　　　なお、無効な入札をした者は、再度の入札に加わ
ることはできない。

　　ア　３に掲げる入札に参加する者に必要な資格のな
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月額購読料 2,790円

　⑸　Contact point for the notice

　　　Accounting Division, Administrative Department, 

Kyoto Prefectural Police Headquarters

　　　85-3, 85-4 Yabunouchi-cho, Kamanza-higashiiru,  

Shimodachiuri-dori, Kamigyo-ku, Kyoto 602-8550 Japan

　　　TEL 075-451-9111 Ext. 2251


